
 

再犯防止推進法・再犯防止推進計画における「社会内処遇」のあり方から 

「社会福祉士による権利擁護とは何か？」 
 

【問題意識】再犯防止施策の中でソーシャルワーカーが果たすべき役割が問われています。ソーシャルワー

クとは何か、それが発揮できる現場はどこか、それぞれの立場でどうするか。考え合います。 

 

【日時】2018 年 8 月 26 日(日)14:00～16:30 

【場所】千葉商工会議所会館 研修室Ａ 

千葉市中央区中央 2-5-1 千葉中央ツインビル２号館 12 階 ☎043-227-4101 

【参加費】無料 

【主催】一般社団法人千葉県社会福祉士会 ☎043-238-2866 

【内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■8 月 20 日(月)までに下記参加申込書にて FAX またはメールでお申し込みください 

一般社団法人千葉県社会福祉士会事務局 FAX：043-238-2867 メール：office@cswchiba.com 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人千葉県社会福祉士会【県民公開講座】 

参加申し込み方法 

所属 連絡先 ☎

お名前

配慮が必要なこと等がございましたらご記入ください

（1）主旨と背景の説明 渋沢茂（千葉県社会福祉士会会長） 

（2）パネルディスカッション 

①中島康晴さん（日本社会福祉士会副会長） 

②及川智志さん（千葉県弁護士会） 

③岸恵子さん（千葉県地域生活定着支援センター） 

④石山明子さん（千葉地方検察庁・社会福祉士） 

（3）壇上での意見交換 

（4）フロアを交えての意見交換 

（5）まとめ 

mailto:office@cswchiba.com

